
令和３年６月 

墨田区教育委員会事務局庶務課 

 

学校施設貸出における屋内運動場空調設備の利用について 

 

日頃より学校体育施設の使用に際し、ご理解とご協力を頂きありがとうございます。 

墨田区では、児童・生徒の熱中症予防及び災害発生時の避難所施設の機能向上を図ること

を目的に、区内小中学校の屋内運動場に空調設備を順次設置しておりますが、学校施設を利

用する団体につきましても、下記のとおり空調設備を試行的に利用して頂けることにいた

しましたので、お知らせします。 

記 

１．利用可能日 

  令和３年６月１４日（月）から 

２．対象施設 

  屋内運動場（体育館、武道場、多目的室） 

３．空調設備の使用にあたって 

（１）夏季（おおむね６月から９月まで）における空調機の使用については、気温 28℃以

上の場合に使用ができますので、使用を希望する場合は、学校施設管理者までお申し出

ください。 

（２）空調機の操作は学校施設管理者が行いますので、利用者は操作しないでください。 

（３）空調使用時間は、施設利用承認時間内とします。 

（４）定期的に換気を行ってください。 

 ※冬季における暖房の使用については、別途お知らせします。 


